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號

五
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泊
外
の
地
代
發
生
を
說
明
せ
ん

i

す
る

S
-

ら
.
3

,
 

?

ス
の
，價
値
法
則
，資
本
の
有
機
的
雄
成

. 

S

同
等
を

i

來
る

u

 

I

、凡
て
無
用
で
あ

.
る
。

間

®

を
決
す

♦

も
の
は

'

に
農
產
物

^ ; 

對
す
る
需
要

V
V
地
虫

®
.
獨

占

的

地

位

の

.

.
强

固
の
程

度
如
何

i

で
.
あ

つて、
農
產
物
の
價
格
は

其 

生
產
價
格
以
上
如
何
な
る
點
ま
で

も

昇
騰
し
得
る
の
で
あ
る
。

而
ム
て
•此
場
合
農
產
物
は
最 

,
饪

意
；に

增

加
し

得

ベ
き
貨
物
の
部
類
に
屬
せ
ぬ
も
の

で
あ
る

.

か
ら
、從
つ
て
リ
力
ァ
ド
オ
の 

費
用
•法
卯
は
之
に
適
用
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

農
產
物
が
自
*
に
增
加
し
得
る
貨
物
た
る 

限
、

成
泣
し
得
る

^

の
は

«

う
較
差
地
代
法
则
の
み
で
あ
つ
て
、絕
對
池

代

は
與
ら
ぬ
。

休

業

銀

行

に

園

す

.る

法

律

問

題

西

本

辰

之

助

きは 
卑勿 
見論 
を法 
述律 
ベ上 
て か

、b

も

み
や

う論
ミ m
思さ
ふ れ

0
て

や

う

な
規
定
が

あ
る
-

,

休
業
銀
行
に
關
職

.し

.て
諸
秫
の
間
題
が
經
濟
上
か
ら 

ゐ
る
。
私
は
茲
に

.
法
律
上
の

_

地

か
ら
ニ

H

の
點
に
つ 

.

一

取

®

役
及
び
踩

0

役
の
責
任 

&
避
役
の
責
任
に
關
し
て
商
法
に
次
の

七

條

取

締

役

力
兆
任
務
チ
怠
リ
タ

^

ト
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ハ
兆
取
締
.役ハ
會
社
二
對
シ
テ
連
帶
シ

ブ
法
令
又
ハ
足
款
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反
ス
ル
行
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チ
ナ
シ
み

^
ト
キ
ハ
株
主
總

t
ノ
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ト
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締
役
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對
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七
條
及
ヒ
第
，
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七
十
九
條
ノ
規
定
ハ
監
蜜
役
こ
之
チ
^
用ス

 

丨
 

m

w
八
十
六
懈
監
牵
役
ヵ
會
社
又
ハ
第

H
者
二
對
シ
テ

m

_
蹄
徵
ノ
貴
ユ
怿
ス
八
キ
©
合ユ
 

第二十

一

卷

(1.

三三

I:)'.  

I
銀
行
に
關
す
名
法
微
問
題
 

f
號

宄

：

取
第 第 締

W o 瓦 ，レ 取 T  W 役  

七0 八 揚 締 描 七 及  

十。十 合 役 进 十 び

七 _  

條 ニ 

ノ 依

二  リ 

% o タ



m

锻
ニ
十1

猞

(

1

H
H ;
1

'

D
俅
槳
傲
.行
1
1蘭
：す
る

法

律

^
題

 

第
h

魏 

S

S
 

於
デ
取
締
役

.も
亦
典
貴

-

任
.

ス
.

へ
キ
ト
キ

、A
典
監
章

役

及

P

取
.
親
役

(

之
.
チ
.

連

鞭
倚
務

.
者
>

K
 

: 

.
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r 
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■
,
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!

右
の
规
定
に

»;

る
ビ
、耽
讀
役
が
其
往
務
を
怠
り
、因

.卞
會

.

,
に
a i
i

r
を
，加

へ

た

？
き
：は

3|
:

取 

締
.
役
.
は

會
11
:

に
«

し
連
へ
帶
し
て
其
損
害
を
賠
償
す
る

‘責
に
任
じ
な
け
れ
ば
な

&

な
い
。

歡
査 

役
に

.就
て
も
亦
同
様
で
あ
る
。

而
し
て
兩
方
に
責
任
者
の
あ
る

場
： .

合
に
は
双
方

.
の
賢
住
^
が 

連
®

し
て
其
責
に
任
す

V
き
も
の
.で
あ
る
。
取
締
.役
及
び
缉
査
役
中
に
任
務
を
怠
つ
た
も
の 

i

怠
ら
な
い
潘

i

が
あ
る
ど

' 

き
は
，任
務
を
念
つ

.
た
.
濟

f f
け
が
連
帶
：實
；任
を

' 
負
ひ
、他
の
潇
は
實 

任
を
負
は
な
い
の
で
あ
る

'。'
.
.以
上
は
取
締
役
監
査
役
の
會
社
に
對
す
る

®

任
で
あ
る
が
^

し 

，取

0

役
S

鸾
.役
が
：法
：令
叉
は
定
款
に

’
反
す
る
行
獰
を
な
し
た
く
き
ゆ
、そ
れ
が
假
令
株
主
總
會 

の
&
«
に
依
つ
た
場
合
で

も
、
第
三
麥

に

對

し
.
T

連
.
帶
し
て
損
害
賠

«

の
：賢
•
に
’
任
ず
べ
：き
で
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る
。
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取
締
役
の
任
務
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行
に
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し
て
は
次
の
親
定
が
あ
る
。
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四
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ト
取
締
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關
係
ハ
委
任

】
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ス
少
規
婼
ニ
從
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^
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本
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從
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ナ
少
管
理
渚
ノ
注
湓
チ
以
テ
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伍
祺
務
チ
處
理
ス

ダ
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チ资フ

:

.

此
規
定

^ .

依
：る
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€
、取

.締
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役
が
會
社
：の
事
務
釔
處
趣
，す

6-
:
に
：は
所
謂
薺
鹿
な
る
：管
理
：遒
の
注 

意
歎
梘
ゐ
坟

* »

れ
ば
な
ら
な
い

0

善
良
な
，從

て

又

相

當

，に
：注
意
：深

.：̂

芷
底
な
、»

勉
.な
取
締
役 

一S

:

す
ベ
き
程
度

.の：注
：

_

が
必

-
要
.
で
あ
る
，

'
斯
欉
に
、法

意

の

標

準

が

杣

象

的

に

定

め

.ら
れ
て 

ゐ
：
J

•&

、自
分
は

^

ホ
龃
叙
な

‘
人

問

だ

i

か
.、或
は

.
他

Q
-關

：

係
'
事
業

.
が
：'多
い
か
ら
一
つ
の
會
社

. 

が
け
：に

： .

機
.つ

：：

で
.；ゐ
V
&
:れ
な
；い
：占
い
，ふ
や
う
な
、
こ
泠
辑
何
；等

辯

*

-
の
：理
；
*

に
は
な
ら
な
い
の

、B

 

由

る
9
;
-
+:■: 
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一

■

.

.

,

,

-

:
,

.

次
に
是
等

の
.：

规
，宛

‘
か
ら
休
業
鈒
行
の
取
歸
探
尿
び
：

.

.監
鸾
役
の
賢

f t

を
#

察
し
て
み
や
う
。

ぺ•

ン
休
霖
銀
行
の
取

.
締
投
監
查
役
に

し

て
、其
銀
ぃ
行
の
：業

務

に
.
.爾
し
V
て

善
M

な
る
管
理
考

S

し
で 

爲

す

V
.

•
き
喾
の

」

.注
：意

.
を
，窩
つ

.
た

w

■
き
は
、夫

’
れ
.
等
0

考

«

龈
：行
に
對

.
し
て
：損

：：

害
：.賠
«

の
«

任
秌
^
 

:

t

 

o

然
し
，右
の
、注
意
；を
，怠
，つ

：.

t
e 

?

う
.
か

は

事
»

間
_

で

..
あ
‘
タ

て
、*

S

の，考

平

生

、銀

' 

杼
の
_

務
を

.
執
衍
し
ッ
て
ゐ
た

'
狀
浞
を

®:

奪

し
.
な

ぼ

れ

ば
.
分

ら

な
：，

い
。
：
：單
に
'
銀
#

:
が

支

挪

：を
.停 

Jb
*b
'

^

:i;

い
：
ふ
だ
，.け
；
で
は
、甚

不

注
*

を
，推

测

す

る

に

，
足
b

な
い
..、̂

何
に

-堅
«

な
«

稃
で
も
一
、
 

時
.：に
-
取
付
を

.受
ぐ

」

れ
.
ば
.
支
挪
ー
を
停
：止
す
る
：の
外
は
な

.
い
.か

土
で

.

あ
，る
。

”
故
：に
故
意
又
は
過
失 

f

つ
て
、銀
行

ビ

し
て
不

«

當
免
寒
務
執

.
行
の
友
法
を
輝
つ
た

.こ
芩
が

«

明
さ
：：れ
な
け
れ
ば
、
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l
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卜

黑

 

蓝

‘

な
ら
な
い
。

例
へ
ば
不
當
、不
法
或
ほ
危
險
な
貨
附
を
し
た

' 

ミ
か
、不
.堅

實

な

雄

式

社

憤

を

購

入 

し

た

-s

か
、不

動

產

購

入

の

如

き

齒

定

的

な

投

賛

を

な

し

，た
を
か
云
ふ

“

に
は
、之

.

，
> 

干
與
レ 

指
取
就
役
に
實
任
が
あ
る
も

.

.
© 

.
マ

」

推
論
.し
得

る

であへ

S

ぅ
。
.

又
'
銀
行
使
：用
、

の
亍
'臂

-

-k
k

つ
 

て
a

害
.を
生
じ
た
場
合

.で
あ

'
つ
て
も
、取

.締
役
が

#

盤
#

の
.
任
務
を

k

:つ
た
結
桌
で
あ
る
士
き 

は
、取
締
役
は
其
責
に
任
じ
な
け
れ
ば
：な
ら
な
い
。
斯

S

取
締
役
は
銀
行
の
業
務
に
關
し
て 

は
善
良
な
る
管
理

^

ミ
.
し
て
の
注

.意
を
用
ゐ
な
け
れ
ば

«

、b

ぬ
が
、此
抽

^象
.的
の
標
準
.は
如
何 

な
る
地
位
の
人

.は
つ
い
：で
定
め
る
か
。

‘
此
宠

.
め
方
は
銀
行
家
ミ
い
ふ
特
殊
の
地
.位
に
在
る
人 

に
つ
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
ぃ

o

銀
'
行
取
縮
役
の
責
任
を

®

む
.
る
に
、善
鼓
な
る
大
工

5
 

官
の
銀
行

*

務
に
關
し
て
爲
す
べ
き
注
靠
の
程
度
を
檩
準

-
A
J

な
し
得
な
い
こ
ど
は
勿
サ
で
あ 

.‘る
:
°則
ち
善
岚
な
る
管
理
者

 

'の
注
意

ゴ

は
S

で
は
善
良
な
る

0

行
家
ミ
し
て
爲
す
ベ
き
喾
の 

注
意
ざ
解
す

V

 

I

あ
る
。，：
又

前

に

述

べ

た

ゃ

I

此
檩
举
は
柚
象
的
の
も
の
で
あ
る
か
&
、
 

實
在
せ
る
多
數
：の
銀
行
家
の
平
均
せ
る
注
韋

C

い
ふ
意
味
で
ば
な
い
。

故
に
多
數
の
銀
行
家 

は
危
險
な
投
資
を
平
氣
で
や
つ
て
ゐ
る
か
ら
ざ
い
つ
て
、夫
れ
は
標
準
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ 

る
他
人
力
何
う
あ
ら
う

^

、兎
に
角
自
分
が
善
良
な
る
銀
行
家

.士
し
て
の
抽
象
：的

.
注
意
を

#

れ
ば

»

害
賠
償

0

賢
に
任
，じ
な
け

.れ
ば

.な
ら
な
い
。

飯
行
家

 >
」

し
て
は

一
般
普
述
人
よ
り
も
、
 

資
金
の
投
資
に
關
し
て
、よ
り
敏
感

•で
あ
る
ベ
き

0

で
あ
る
、普
通
人
に
は
，感
じ

.な
い
程
度
の

t
 

險
も
銀
行
家
に
は
感
知
し
得

£

る
ベ
き
箸
で
あ
る
。

從
て
鈒
行
の
取
締
役
が

0

行
の
業
務
殊 

に
投
資
に
服
し
て
用
ゆ
べ
き
注
意
の
程
度
は
通
常
，人
の
投

»

に
爾
す

1
る
も
の
よ
ぅ
も
^
か
に 

高
：い

#

で
あ
る
。

''

パ：
パ

社
長
、專
羧
常
務
等
の
名
の
下
に
取
締
役
中

の
 

一
二
の
者
が
業
務
を
舉
行
し
、他
の
取
締
：役は 

所
謂
平
取

«■
役

V」

し
て
時
々
相
談
に
與
る
の
み
で
：あ
る
場
合
に

.
は
所
靖
平
取
締
役
の
*
任
如 

何
。
商
法
で
は
右
の
や
ぅ
な
名
稱
は
認
め
て
ゐ
な
ぺ
い
が
、其
實
，質は
，之
を
認
め
て
ゐ
る
。

.

第
可
六
个
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條
會
社
ノ

.業
務
執

行
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ナ
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締

役
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決
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準
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任
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締
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右
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規
定
に
よ
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締
役
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.全
員
；が
業
務
執
行
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代
表
に

V參
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.す
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の

を

原
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「
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定
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ぐ
'

:

:,-
.

.

.

.

.

.
V

、
，：
-

.;
,'
 

• 

.
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. 

.:
:

:

-

や
ぁ
^
ゐ
と
類
似
し
て
ゐ
る
ど
信
ず
る
。
«
務
常
務
等
業
務
の
執
行
を
委
ね
ら
れ
た
取
締
役 

は
食
赕
吹

0

務

を
獨
斷
與
行

r

る一：
.
しマ」

が
：
® ;

來
；る
が
、他

.
の
.取

締

翻

が

議

を

述

ベ

た

€

き
«
 

务

努

無

職

烹

が

を

得

泣

い
。：.，
此
'場
合
に
意
見
の

.

.

「
致

M

な
け
.
れ
、ば

0

周
，M

則
に
.
歸
つ
て
多
.一
數 

淡
に

〕

ょ
る
の
外
は
ぁ
る
ま

.
い
。
':
:

^

に
反
し
平
取
締

‘：役

.
か
：ら
絕
：»
的
に
業
務
に
容
駿

す

る
權

M 

乾
*

ふ
：こ

'

?

を
.，定
熟
に
'
寒
め
.
て
.
も
夫
れ
は
.無

熱

で

あ

含

倉

ず

る

。

.

則

ち
*

務

Q
:

相
.談

(€
.
與〉

笫
1

?

,

1

,

(

ご
ニ
感
©

:

'
休
業
離
行
|.
;

學

.
る

法

箭

海
*'
:

.

;

六
0
;

の
，取
_

役
.技

0
‘

〕

み
_

ね
；
る
：

€■
^

f

,L
: 

T
冷

る

，
：.。

：：

*

場

合

一

に

)

霧
^

熱
#

及

び■:

代

；
表.
に
；
參
.加
：̂
 

て
■

衫
取
'纖

役

核
1

»

^
所
.
.
_謂

平

取
.締

役

：枳
«

臀

寬

る
^

で
：
為
る)

。
.

然

ら

ば

平

取

議

役

の
' 

任

務

如

何

，。
：
平

取

締

役

，に#

然
•業
、務

竣

埶

行

の

權

利

讓

務.
’が
*

(

い
士
す

'
れ
ば
、そ
れ
は
取
締
役
た 

る
の
實

■

持

ぃ
7

V
V

に
な
る

V
從
て
法
が
取

.締
役
を

.認
め
た

#

神
に
反
ず

'る
で

，
'あ：ら

,フ。
 

結
局
業
務
埶
行

#

を
有
す
る
‘取

締

役

ビ

之
を
有
し
な
い
取
締
役
と
の

0

係
は

R

法
第
六
辟
七 

十
條
第

'1I
f

 
項
に

、

，

:
- 

. 

' 

•

'
5
、不
,
當
：0

業
務
執

.
行
；を
匡
.疋
す

る

こ
き
は
干
取
締
役
の
最
少
限
度
の
任
務
ぐ

し

云
ふ
べ
き
で
あ 

る

.

從
.て
そ
れ

.は
同
時
に
平
取
締
役
の
義
務
士
解
す
ベ

t

で
'あ
る

o
-

斯
ぐ
解
す
れ

.ば
下

K

®
 

&

{:

し
て
祺
務
常
務
嘗

0

「

不
當
の
；業

」

務
.執
街
を
故
意
に
看
過
し
、或
は
會
.社
の
業
務
に
全
然
無 

1

1

し
結
舉
之

.を
：却

I

I

た
や
ぅ
な
場
合
に

2

任
務
を

5

た
も
の

J

な
け 

'
れ
ば

.な
ら
ぬ
。

.

従
て
不
當
に
，業
霧
を
執
行
し

.た
者
が
連
帶
し
て
實

1

じ

な

け

れ

.ば
f

な

レ

:'
光
に

.自
己
か
直

.技
其
業
務
執
行
に
參
加
し
な
か
つ
た

i

い
ふ
理

ii
i

で
、

其
實

任
を
免
れ
る

上 

i

、が
.：出
：來
な
い

，

：
'

:5
. 

.

.

. 

■

' 

.

£

矿
&

も
：亦
取
：締

.
&
,に

^

當
な
業
務
：執
行

9

事
«

ぁ
，.
る
}
を
知
つ
た
時

.は
”
#

主
：一
總
會
を
招
集 

し
セ
之
を
報
告
し
、以

|
:
:て
：.機
ぎ

0

處
啬
を
採
る
の
機
會
を

#

ら
な
け
れ

.ぱ

.
な
ら
ぬ
。
之
を
怠
つ 

.た
き
き
は
取
締
役

W

連
帶
し
て
寶

.に
，任
ず
ベ
き

、も

0

で
あ
る
，

取
就
役
及
び
梁

®

役
^

會
'
社
に
對
じ

「

て
損

‘窖
.聰
'

«
の
實
に
任
ず
ベ
き
場
合
に
#
社
が
賠
傲 

請
求
？

續
を
輝
ら
な

;
か
つ
：な

|

は
姐
何
に

「

す)

—

か
、
f

銀

行

ふ

し

て

.

:

償 

を
#

冗

も

悉

ぐ

之

を
.
预
#

者

に

渡

さ

な

け

れ

ば

な
'ふ

な

い

や

ぅ

な

場

合

：に
M

、賠
'
P

を

，
請

‘
求

し

な

：
いi

ビ
が
有
石
で
あ
ら
ぅ
。
此
揚
合
に
偾
權
者
は
次
の
民
法
の
規
定
に
依
ら
て
曾
社
の
賠 

:•
•
.節
.
H

i

,卷

(

3

i

s

七
： }

俅
_

銀
行
は
闕
す
，
る

法

無

顧

 

き

S

六
一



锻 
二十一

,
a

 

三三八

)

I

f

 

0

$ 

.

六
ニ

,

«

請
求

.權

を

行

：使

し

得

：
る,

第

四
in

ニ

ナ

三

條

倩

，權
者

‘
ハ
自
已
ノ
偾
'
權
チ
：保
；全
，，
.ス
^
'
爲
メ
其
—

'者
.

-

1

ス
JV
J

利
チ
ー
丫 

フ
rl

ト
チ
得
徂
偾
務
者
ノ

1

身

，1
尊
_

ス
>v

權
利
ハ
此
限
二
在
ラ
ス

值
栩
老
ハ
兆
谉
糨
ノ
期
限
ヵ
到
來
セ
サ
ル
間
ハ
裁
列
上
ノ
代
位
一
一
依
；

一ー非サレハ前項ノ
 

權
利
チ
行
フ

rt
トチ

.

^

ス
伹
保
#
行
爲
ハ
典
吗

1
ー在

' 
ラス

又
銀
行
が
同
樣
の
理
ぬ
か
ら

•
取
締
役
及
び
監
奪
役

.
に
對
す
る
賠
：償
請
求
.權
を
抛
棄
し
た
ど
き 

«

、民
镑
の
左

0

规
定
に
依
っ
て
其
權
利
拋

：

棄
を
取
消
し
得
る
で
ぁ
ら
ぅ
。

m
四
百
ニ
十
四

.條
第
ー
胡
债
權
者
ハ
傲
：務者
力
共
債
權
者
チ
害
ス
，
“

ト
チ
知
リ
テ
爲
シ
タ 

少
法
禅
行
爲
ノ

 

.取消

■チ
裁
判
所
ニ

m '
求
ス

/y
コ
ト
チ
得
但

.

.

.
其
.
.行爲
二
因

.
9
テ
利
益
チ
受
ヶ
み 

;v
潘
又
ハ
轉
得
者
；力：共行
爲
又
ハ
■轉
得
ノ
常
時
值
權
者
チ
害
ス
八
キ
琪
货
チ
知
ヲ
サ
リ
シ
ト 

キ
ハ
此
限

‘ii

在ヲス

:
右
但
書
の
規
定
に
關
し
て
は
、銀
行
の
取
締
役
又

«

監
査

.
役
た
る
著
が
、自
己
の
賠
償
義
務
を
免 

除
さ
れ
て
も
預
金
者
を
#
す
る
の
.事
實
を
知
ら
な
か

：

つ
た
ふ
：の
辯
明

«

恐
.
ら

ぐ

成

立

.
つ
ま
い 

ビ
思
ふ

0

取
締
役
及
び
監
査
役

Q

責
.
_忸
は
右
の
通
ぅ
で
ぁ
る
が
、此
責
任
は
一
方
で
頗
る
容
易
に
消
滅 

す
る
 

'缺
點
が
あ
る
。
商
法
に
左
の
嬈
定
が
あ
る

.
。
.

f
 
^
 

^
 

^

 

^
 ̂ 

^
 

^
 

^
 

J

 

 ̂

 ̂

i

類
チ
定
時
總
，
ニ
提
出
シ
デ
其

S

 

:'
., 

f

取
純

殺

ノ

前
項
ノ
：
 

s

;,
:
チ
得
次
ル
後
贷
借
對
照
表
チ
公
告
ス
ご
ト

i

ス

、
：

'

. !
“

1 1

ロ

“

“

5 !
? ;

“

；

; ?
: ?

;

 

i

 …
…

；

i

■
I

:「

正
ノ
行
爲

.ァ

士

此

限

：

:
在

:
.

.
.

；

ノ
ト
看
做
ス
也
取
締
役
：；

監
蜜
役

.
不

此

彤
定
丨

依

石
ビ

取

条

&

及
び
雜

齑
役
の

诞

常

の

任

務

懈

に

る

實

ff
i

は
定

¥
 S

S

會

に
？

 

I

對
S

S

S

書

5

l

:

t

す
？

解
除
！

れ

す
は
な

1

0

株
生
ミ
し

|

計
算

_

類
に
承

f

輿
へ

S

れ
S

益
の

'
配
當
を

f

れ

1
1

:

V
,

:
〜

，
ィ

3 n
.

<
' #

ど
霞
め
ら
れ

.
る
揚
合
に
は
某
貴
往

.

«
解
険
さ

.れ
な
い
。

: 1
亡
て
其
取
締
役

I

役
に
興
し
賠
償
請

.
1

.

1
し
得
る

2

1

際
S

て
殆
レ 

 ̂

0
^
. 
M 

0 

0
 

^
 

^
 

T 

^
 

^
 

i
 

^
 

^
 

®
 

^
 

 ̂

s
 

^
 

^
 

^
 

W
 

^
 

^
 

&
 

?
 

i
 

B
 

. 

;

t

s
金
：者
か

取
.締
役
：
5

露
殺
坏
對
し
て
诲
接
に
賠
償

請

求

を

な

し

る

Z

羣
一
泡

 

9

1

:

 

I

f

 

I

I

 

1

;
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L
L

■

す
，る

法

雜

開

姻

 

觉
屮
號
六
四

等
：の
奢

に
.

法
令
又
は
定
款
に
反
す
：る
行
爲
が
ぁ

'ぅ
、葬

.結

.

®
銀
行

.y

- ©
«

%

生

#

し
め
«.て
预 

金
^

、を

.害
'1
>

た
®

合
•に
限

 

>る
°

取

締

役

：：が

貯

蓄

操

行
.法
、
の
.如
_

取
.締

規

，定

：{1
違
反
し
て
貨
附 

，'興

：̂
.
資

、
金.の
，利

•用

，
：
を'.‘
^
.
'

し

、
或

.
'
は

.
財

產

，
の

.

»

^，
を
_
#
.
.
£
>
r
lp
'

M

®常
.
.
.
^
.
4
^
.

之
'
.ヵ
#
_
.:^
銀

«

:0 

、
資

產

を

.
減

少

し

て

预

金

^

を
®

し

た

如

き

場

合〔

に 

'は

预

佥

：*
,
は

直

：
接
，取
：締

，役
-れ

對

し

て

姐®
 

.
:賠
«

の
請

‘求
を
な
し

.得「
る
。
此
場
合

.
'に
&

査
役
が
其
事
骑
を
知

.

.つく

.て
ゐ
長
ど
す
れ
ば
迩
®
責 

；

任
を
員
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

o

館
配

.當
は
株
.主
總
會
の
決
儀
を
經
て
實
行
す
パ
る
も
の
で
は 

.>9
:

る
-
が
、前
揭
商
法

‘の
规
定
に
依
り
、预
金
者
の
賠
償
請
求
の
妨

i

は
な
ら
な
い
。：

:

■

,取

«

役
及

.び
'盤
聋
役

. 0
_
會
社
及
び
其
.債
權
考
に
對
す
る
商
#.上
の

S

任
は
上
述
の
如

(

で 

.
ぁ：
. ^
,
:が
、爾
貯

0
0 

0

^

取
締
役
は
预
金
褒
に

»

し

連

帶

賢

，任

を

負

','ふ
の
で
ぁ
る

i r

说
0

齡
独

)

.
:

取
締
役
の

'破
瀣
宣

：：

告
_

求
義
務
に
關
し
て
商
法
に
次
の
規
定
が
ぁ
る
。

.

-

m

w

#
社
财
鹿
チ

.以
チ
會
社
ノ
愤
務
チ
毙
濟

'ス
ル

n

、ト
能
ハ
サ

/y
-

0

リ

:

:

,タ
ル
ト
キ
パ
：

」

取
締
：役
，ハ
商
チ
こ
破
逄
宣
吿
，ノ
請
求
チ
爲
ス
ゴ
ト
チ
要
ス

' 

:

.

■

-
-

: 

' 

.:

..
 

' 

'

故
：に

株

式

會

11
:

た
：る
：銀
ポ
が
偾
，務
の
完
濟
不
能
の
狀
況
に
陷
つ
た

€

き

は

取

締

役

は

®:
ち 

に
破

)

座
S

告
の
.請
‘
求
を
：な

..

す
.，義

務

が

あ

る

。

此

.

_
務
•
を
怠
ら
た
ど
き
は
商
法

.

.第

1

一
西
六
：十
二

條
第
：六
號
に
該

’
當
し
十
圆
以
上
千
圆
以
下
の
過
料
の
制
裁
が
あ
る
。
大
雜
院
の
判
例
に

K

る
 

S

侦
務
の
完
濟
不
能
ど
は
偾
務
の
資

i t

に
超
過
し
た
揚
合
を
指
す
も
の

S

し
て
ゐ
る
，
而
し 

,て
S

に
休
業
銀
行
は
预
金
の
三
割
ど
か
四
割

cl

か
の
切
抬
を
行
ふ
必
要
に
迫
ら
れ
て
ゐ
る
以 

上
傲
務
超
過
で
あ
る
こ
ど
は
疑
ふ

.の
餘
地
は
な
い
。
従
て
破
產
宣
.告
の
請
求
を

し

な

い
こ

€ 

は
賓
汰
逄
反

ビ

い
ふ
：

V

き
で
：あ
る

o

.
尤
も
和
！

1

法
に
依
る
强
制
和

_

の
#
立
を
す
れ
ば
必
す 

し
も
破
產
官

一

告

Q

請
求
を
な
す
を
要
し
な
い
も
の

S

解

す

ベ

き

で

あ

、ら
ぅ
。

ン

：
ニ
：

，预
金
：，の
讓
渡
、相
殺
及
び
切
捨 

预

金

0

讓
波
及
び
：：.相

殺

に

目

し

て

は

八

月

十

九

ユ

十

日

の

.時

事

新

報

紙

上

に

松

波 

博
±

ノ
の
.
詳

細

.な
意

:|
1

の
'
廢
考
ギ
ぁ
つ
た
。
以
下
傅
士
の
意
見
に
追
從
し
て
私
見
を
述
ベ
や
ぅ
。
 

预
孝
は
 

一
m

の
偾

1
權
.で
あ
，る、而
し
て
馈
權
讓
渡
に

'
腳
t

て
は
民
法
に
次
の
规
宠
が
あ
る
。

J 

 ̂

&
 

7
六
1

六

條

f

梆
'
ハ
.之
チ
譲
渡
ス
〒
ト
チ

'
得
似
其
性
質
力
之
チ
許
，サ
サ
ル
ト
キ
ハ
此
服

‘：前
琐
ノ
规

>

>

:常

.取
者
力
反

.對
ノ
湓
思
チ
表
示
シ
タ
ン
®
合
二
ハ
之
チ
適
用
セ
ス
伛
叱
窗
は 

• 

.
■
, 

r

z
チ以

.
テ，

f

fe
.
ノ笫三者

.
,一對

.杭

.、
ノ
：

ぐ

づ

ト

で

.‘

,

右
1

.に
依
り
偾
權
《
性
質
の
許

さ

な
い
も
の
の
外
は

一

般

に

讓

波
し
得
る
の
を
原
則
ミ

郃ニ屮一

#

 

(
一

j

s1
)

休
識

.行
U

關
.

1
法
篇
題

. 

ャ
レ
十
號
.

,
、
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二
十
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(

ニーs
i

r
)

休業銀行

U
:酿
t

る法律

_

M

第屮號
 

六六
 

す
る
、而
じ
て
预
金
の

«

權
は
無
論
性
質
上

*

f

許
を
な

.
い
も
の
に

'
屬
じ

な

ぃ

0

然
し
預
金 

證
書
又
は
通
帳
に
は
一
般
に
幽
渡
を
許
さ
な
い
？
い
ふ
主
！

I
n
r

の
文
：句
が
印
刷
さ
れ
て
ゐ
る
。

是
れ
が
右

0 :

规
定

.
に
所

m

當
串
«.が
反
對
の
»
思
を
表
示
し
た
る
場
合
に

0
當
'す
る
か

S

か

は
間
題

S

な
る
で
あ
ら
ぅ
。
錐

«

の
侧
か
ら
見
，れ
ば
：自

.
己
'
の
.
作

成
し
た

輝

書

：又
は
興
帳
に
：讓

• 

. 

- 

. 

.

'

渡
.
禁

Jh

の
旨
を
印
刷
し
た
の
で
あ
る
か
..、

b

:其
意
思
表
示
を
な
し
た
も
の

€

云
ふ
で
あ
ら
ぅ
。
 

然
し
预
佥
渚
は
全
然
左
讀
な
意
思
表
示
は
な
さ
な
如
つ
た
の
で
あ
る
。
预
入
れ
る
峙
は
唯
預 

入
の
意
思
を
表
示
し
た
の
み
で
あ
る
、讓
波
禁
止
に
就
て
は
何
等
の
話
も
し
な
か
つ
た
。
而
し 

て
l a

金
鞞
約
が
完
成
し
て
か
ら
後
に
：受
取
つ
た
證
書
に
は
讓
波
_
虫
の
旨
が
記
載
さ
れ
て
ゐ 

る、唯
是
れ
.だ
け
の
關
係
か
ら
は
讓
渡
禁
止
が
預
金
契
約
の
內
容
た
り
得
な
い
の
は
極
め
て
明 

.:
'
白
で
あ
气
或
は
讓
渡
禁
止
の
旨
を
記

.
载
し
た
證
書
を
受
取
つ
，て
、̂
に
對
し
興
議
を
述
ベ
な 

か
つ
た
の
は

^ 1
H L

載
を
承

I s

し
た
も
の
ヾ

」

K S

定
す
べ
き
で
あ
る

'

€'

論
ず
る
か
も
匆
れ

^

い
が
、
 

「

然

し
契
約
當
事
者
は

*

手
方
か

.

ら
渡

さ

れ
た

.

書
«
に
對
し
、一
々
反
駁
を

.

加
へ
.な
け
れ
ば
之
を 

承
認
し
た
も
の

i

看
倣
す

€

，い
ふ
原
則
は
存
相
し
な
い
。

唯
後
に

至

つ
て
は
礙
證
が

®

難
5

 

な
.
る
だ
け
で
あ
る
。

若
銀

行

の
側
で
讓
渡
を

禁

止
し
な
い
預
金
を
受
ぐ
る
意
思

が
佥
然

無
か

つ
た

i

主
張

'
し
、而
し
て

«

渡
禁
北
が

~» *

金
，契

^

の
S :

素

ぶ
レ
f

れ

る

士

き
は

.
契
.
.約

ょ

：
、.成
；
立 

s

 

1

1

.は

木

當

利

：得

-

し

て

預

金
I

返
.寧
を
請
求
し

.得

る

。
；■
件

返

“

こ
i
 

一：I

f

の
s

f

い
か

I

讓
l

i

l

'

l

.
だ

素
;

:
;

;
I

,
_
:預
伞

|

2

合
|

第
ニ

：
|

を
す
る
の
て
あ
る
ヵ
ら
滅
波

’禁
止
を
證
し

.
た
も
の

e

考
へ
ら
れ
得

I

あ
ら
ぅ
が
、然

：…

 

場
合
で
も
预
佥

S

:

必
ず
し
も
通

■

の
記

f

讀
，む

為

，、し
ば
'
，
へ
な
い
。
又

®

み
I

 

J

.
n

r
c

n
r

故
"

讓
渡
！

真

に

I

I

?

考
へ
る

-

!

 

5

H

銀

ド

f

、
1

す
る
の
力

I

て
あ
る
。
然

し

管

I

 

ロ
に
て
讓
養
止

.を
說
明
す
.る

當
i]

考
の
意
思
表
示

.に
重
き
を
お
い
た
謂
並
の
法
律

I

す
れ
ば
當
然
右
の
や

' 

,

. 

•

'

, 

tプ

相

I

を

す

れ

：は
：
當

然

.右

の
や
ぅ
な
：

結

論

パ

】

る
、

ぁ
 

f

 4

 

へ 

«

«

s&

0 

w

l

対

t-1

怨

(

H

I

S

S
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休
業
銀
行
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1
1
關

す

ふ
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绝

十
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5
1十
1
卷

(

ー
三
四
四)

：
休
_
銀
行
|-
關
す
る
法
律
問
風
 

第
.十
狨 

六
八
.

驚
政
約
款
に
類
似
し
..て
ゐ
る
ミ
信
す
る
、從
て
此

.
間
®

を
解
決
す
る

'
'に「

私
が
：
#

て『

法
學
研
煎

』

第 

三
卷
第

1
號

に

於
T

震
炎
約
款
に
就
ぃ

.
て
'

0

じ
；た
き

'
同

-

の
筆
ま
は
依
&
た
い
の
で
あ
る
。

銀
^

®

金
の
讓
渡
禁

±

約
•就

は

各

銀

f i
r

が
各
預
金
渚
に
對
し
て

共
-雕
し

て
定
め
た
，

も

.
の
で

あ 

る
。
.■
從
て
预
金
者
が
讓
渡
禁
止
約
款
の
無
ぃ
銀
行
を

®

寧
し
て
も

^

ら
' 

C

不
成
功
に
終
る
で 

あ
ら
う
し
、又
特
定

®

行
に
對
し
卿
約
款
を
除
い
て
预
余
を
し
や
う
ヾ

」

し
て

.
も
#

ら
ぐ
®
常
は 

不「

说
功
に

^

る
で

.
あ
ら
う
。
銀

.
行
し
て
比
自

.
己

Q

最
も

'
大
切
な
預
金
者
に
對
し
‘て
は
或
は 

ft

約
款
を

i t

く
.か
も
科
れ
な
い
が
、！
般
的
に
.は
此
秫

.
の
.

®

求
が
.容

：
4

-

ら
れ
な
い
も
の
ミ
信
ず 

な
て
采
し
て
然
ら
ぽ
预
龟
考
は
假

■令
窓
：口
で

«

婢
禁
止
の
蔚
を
，曝
か

「

さ
れ
.
た
：士
：し
て
も
、唯

 々

e
 

L
 

T之
.
に
へ
從
お
べ
き

^ :

あ
>

、不
承
知

(

な
：ら
ば

»

金
を

.斷
念

'す
る

0
.
外
は

'
な
い
。

®
金
を
な 

^

^ .

ビ
す
れ
ば
戚
約
，款
に
從
は
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い

0

斯
機
に
契
約
當
事
若
の

1

方
が
獨
鄭 

的

0

S

V

あ
b

、瓦
：

！

叙
的
が
共

® .

約
款
を

作
っ
て

契
約
し
て

ゐ

る
場
，合
に
は
、其
約
款

.
が
公
：
 

序
鼓
俗
.に

K

し
な

い
以
上
、
» :

約
の
相
手
：方
は
其
：內
容
を
知
る

VJ..

否
.

に
係
は
ら
す
之
に
服
從 

し
な
け
れ
ば
な
ら
ハ
ぬ
の
で

あ
..

る
。

'
電
：氣
、宽
斯
、水
道
、鐵
遨

.
電
取
、船
舶
、保
險
、銀
.行
等
何
れ
も
さ
う 

で
あ
る
。
而
し
て
頌
金
の
讓
波
禁
止
は
決
し

T
:
'公
序
良
俗
に
反
し

.
な
い
か
ら
、預
：金
：

を
し

た

以

上
は
當
然
其
讓
波
が

.

禁
せ

、
b

れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

,

,

«
丄
の
免
ぐ
预
金
の
讓
渡
ギ
禁
せ
ら
れ
て
ゐ
る

ビ

し

て

、
そ

れ

が
如
何
な
る

程
度
ま
で
有
效 

:

■

る

力

0 
0

民

.法

第

调

评

六

十

六

條

但

書

に

依
る
ど

_

渡

禁

止
.の
意
思
表
示

は

之

を
a
 

::
T

«

寧

の

第

三

者

.に

對

抗

する
を

獨

故

に

讓

波

禁

止

を

知

ら

な

い著
が

他

人

の

®

金 

を

買

入

れ

た
ビ

き

は

、銀

行

，
は

買

：主

を

愦

權

漭
ざ
し
て
認
め
な
け

れ

ば

な

ら

ぬ
。

此
場

合
に
買 

，主
.か
：自

己

め

善

意

を

證

明

す

べ

き

か

、又

は

鈒

行

が

買

主

の

惡

意

：を

！

g

明
す

ベ
き
か

は
«

0

の
 

调
@

で
：は

办
る

が
、其
結
架
は
相
當
重
要
な

も

の

で

あ
る
。

少
し
古
い
が
明
治
三
十
八
年
の
大 

審
院
則

：

決〗

に
、債
務
莖
此
場
合

鈒
、
行)

は

讓
受
人

Q

惡
寧
を
證
，.
明
す
る
を
要
す

る

旨
を
認
め
た
の 

.が
あ

.る
。，
預
金

I

又
：
1

帳
に
讓
渡
禁
止
の
旨
を

記
載
し
て
あ

る
か
ら
、買
受
人
は

■之
を
知

.

'
、

.

o
 

'

し
-
' 

:

-

讓
雜
を
禁

ih
し
た
預
金
を

®

渡
し
た
場
合
に
、銀
行
の
取
締
役
が
之
に
承
諾
を
與
ふ
れ
ば
其 

_

渡
は
完
全
に
效
力
を
生

t

か
セ
い
ふ
間
に
對
し
で
は
然
ぅ
ざ
答
ふ
べ
き
で
あ
る
。
讓
波 

藥
止
は
公
序

&

俗
の

必
.
製
か
ら
で
は
な
ぐ
單
に
截
珩

■の
利
益
の
爲
め
に

$

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 

滯
.ニ十

1
卷

P

三四五

〕

.
姑
證
行

-!
:
關
1

靠
間
顧

 

部

十

数

こ



第
二
十

1

卷

(
1

三四
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休
槳
銀
行
に
關
す
る
法
律
問
題

 

第
十
號
，

七0
 

從
.て
銀
行
肖
ら

.
其
利
益
を
，拋
壤
す
る
以
上
、法

#

. «

之
に
〒

#

す
.
る
.
め
必
喪
を

M

な
い
の
で

P 

る
。

然
し
、銀
行
が
質

.
受
人
に
對
す
る
咱
已
の
債
權

€

買
受
坟
允
預
金

_ 

i

を
.
相
殺
せ
し
む
る

.
: 0 

的
で
：、或
；は

少

<
 

士
も
其
猶
を
知
っ

‘
て
：讓
渡
に

.
承
諾
を
與

_ 

.へ.
た
i

き
崎
前

： ®

M

法
第
四
西

3

十 

四
條
の
規
定
の
適
用
が
無
い
で
ぁ
ら
ぅ
か
。
同
條
に
依
れ
ば
儕
權
者
は
«
務
漭
が
其
債
權
密 

を
寄
す
：る
こ
：ど
を
知
つ
て
爲
し
ノ
た
る
行
爲
の
取
消
奢
裁
判
所
に

M

求
.し
#

る
ゾ
現
在
体
業

_

 

行
は
其
预
金
の
三

.
割
四
割
或

.
は
夫
れ

.
以
J t
の
；
切
き

を
..

行
.' ふ
.
必
’
®

に
迫

&

,
れ
T

ゐ
る

' 
際
雄
行
に 

對
す
る
債
務
士
预
金

'債
權

5

を
對
當
の

■
計
數

.
を
垾
て

#

«

す
.
る
こ

i

は
他
の
預
金
者
の
，利
益 

賢
®

だ
し
ぐ
湛
す
る

>

7
迄
に
：な
る

0

殊
に
銀
、行
が
ー
般
的
に
禁
止

.
し
て
ゐ
：る

.
预
傘
讓
«
を
特 

に
或

#

の
爲
め
に
へ
解
険

^

以
て
相
殺
を
可
能
な
ら
し
め
る

.
の
«

_

か
に

'
詐
'
害
行
爲
で
あ
る

.0 

從
て
他

Q
.

預
金
赉

d
其
取

.
消
を

'
載
判
所
に

請

求
し

0

ベ
き
で
ぁ
る
。

又

.
か
か
，る
衍
爲
を
な
し 

レ
た
休
業
銀
行
の
取
締
役
は
他

; 0

其
銀
行
が
破
產

「
S

背
を

.一受
，
' け
た
へ

ダ
レ
き
は
、破

«

法

第

，
三

西

七
 

::
:

十

五

條

に

，
依

，
，
っ
：
て

(

第
：三
號

)

五
.
年
啤
以
：下
の
懲
役
又
：は

五
千
圓
以

.
下
Q「

:»
y

金
に

:.
®

せ
ら
る

.
る
こ

ビ 

か

i>
る
7?

あ
ら

.
う
o

丨
«

金
潘

が

自
ら
®
行
に
對
し

' 

て
M

務

を
負
擔
し
て
ゐ
る
場
合
に
*其
预
金
‘、
J

偾
務

-
A
J

を
相
殺

し

得

.る
力
ミ
云
ふ
に
如
論
之
を
爲
し
得
る

A

U
のマ」

解
す
ベ
き
で
あ
る
。

休
業
中
の
銀

f

ネ
自 

發
的

「

に
營
業
上
の
.取

H
F

を
し
な
い

i

ふ
に
止
ま
办
、之
が
爲
め
取
締
役
の
代
表
權
が
制
限
さ 

!
れ「

た
0

て

は
な
い
。

從
て
取
締
役
が
休
業
中
に
係
は
ら
す
或
取
引
を
な
さ
ば
そ
れ
は
&
效
で 

:'
:i
办
k

又
第
三

#

‘が」

取
締
役
に
對
し
て
な
す
意

#

表
示

'は
.有
效
で
あ
る
。

故
に
预
を
者
ダ
民
法 

;
の
規
定
に
？

 

I

方
的
：意
思
表
示
を
以
て
預
金

ビ
借
入
金
士
を
相
殺
す
る

i

き
は
其
相
殺
は 

I

で

办

る

。

又

取

締

役

.が

休

業

中

1

部

の

預

金

渚

に

對

し

預

金

.
の

»

戾
を
す
れ
ば
其
拂
戾 

は
；有
效

ざ

云
は
ね
ば

.
な
ら
ぬ

o

債
務
の
辨
濟
は
前
揭
民
法
第
四
西
二
十
四
條
に
依
つ
て
欠
消 

し
一
得
な

V

こ
、」

は
大

1 £

六
.
年
、七
年
、及
び
八
年
の
大
審

―

'

決

が

之

を

認

め

て

ゐ

る

。

丨
目
下
孤
理
中
の
休
*
銀
行
當
拿
者
及
び
政
府
當
局
な

r

は
預
金
の
一
部
切
检
を
洽
も
大
极

普
通
の
場
合
に

I

法
.
又

は

和

譏

法

0

ff
l

f

 

i

揚
合
以
外

)

徵

權
S

 

0

意
を
得
な
い
で 

預

金

を

切

拾

て

る

こ

^

は

絕

對

的

に

不

可

能

で

*

る

9
:
偾

權

者

が

唯

f

人

I

ぐ

の

外

f

 

切
.捨

に

间

意

し

た

^

: L
T

も
、殘

：

る

1

人

の

債

權

を
忉
拾

て
る

こ

ど

は

其
#

^

同

意

な

{

し
て 

彳

不

可

ぬ

で

あ

る

®

搽

|:
预

金

者

の

-
部
が

切

拾

に
，.同

意

す

る

も

他

の

一
部
の
豸
が
同

® ; 

笫
ニ
十I

卷

O

三
四
七
：

>  

休
槳
鉬
沒
湖
す
る
法
雜
間
題
 

丨

豸

:



第
二
十I

卷

C
I

三
四八
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休
_

銀
行
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關
す
る
法
雜
問
題
 

第
十
號 

セ
ニ
. 

し
な
い
場
合
に

'
切

捨

に

同

0

し
た
奢
が
犠
牲
 

'ビ

« •
.

つ
て
、他

の

#

に

對

ず

6'
全
«

挪
m

を
承
諸 

す
る
で
あ
ら

5

か
。
.

预
金
赉
の
全
部
が
平
等
に
切
拾
を
承
認
す
れ
ば
格
別
、他
の
预
金
潘
に
對 

す
る
全
額
拂
戾
を
目
擊
し
な
が
ら
、自
己
の
預
金
の
切
捨
を
甘
受
す
る
こ

i

は
0

在
の

t l
:

t

に 

於
て

*

し

て
.
期
待
：し
得
ら
れ
る
で
あ
ら
ぅ
か
。
靑
木
醇
士
名
八
月

2

十
日
及
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